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般的な家庭が子供の教育にお金をかけることを非常に重視していることを、間接的に示している。 

 

図 6 1 ヶ月あたりの学習塾の費用 

出典：乔(2017) 

 

11.2.5.1.5 学習塾に存在する関連の問題 

学校外教育を受ける児童生徒の大部分は学習塾を選んでいるが、学習塾にはさまざまな問題点

が存在している(図 11.2.7)。 

 

 
図 7 保護者が感じている学習塾に存在する主要な問題 

出典：乔(2017)を一部改変 

 

学習塾の問題として保護者は、「教師のレベルが低く、教師の変更が多い」、「授業の質が確保さ

れていない」などを挙げている。このほか、「経済的利益を追求しすぎ」や「管理が規範化されて
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いない」などの問題も存在している。ここから、学習塾にはまだ様々な面で改善の余地があるこ

とがわかる。 

 

11.2.5.1.6 まとめ 

上記の調査は、ハルビンの一部の小学生だけを対象にしているにもかかわらず、そこに存在す

る問題は、地域で普遍的に存在する問題といえるであろう。 

 

1. 高学年になると中学校への進学が近づき、そのプレッシャーが高まることで通塾率が高く

なる。 

2. 児童の通塾率は、家庭の経済的状況や両親の受けた教育の程度と関係がある。また、家庭の

状況に関わらず、大部分の保護者は子供を通塾させる傾向にある。 

3. 児童は学習塾で主に英語、数学、中国語といった、学校の従来の教育科目を学ぶのは、学校

内での成績を上げるためである。大部分の小学生が学習塾で勉強する時間は 1 週間で 6-8 時

間以内だが、10 時間を超える学生もいるなど負担が大きいと感じられる。 

4. 学習塾にかかる費用は高く、多くの家庭において経済的負担が大きいと感じている。 

 

11.2.6. 中国の学習塾に対する問題と今後の展望 

11.2.6.1 学習塾に存在する問題 

中国の学習塾に存在する問題は、それぞれが独立した問題ではなく、複雑な社会問題を反映し

ているといえる。2018 年以降、中国政府は学習塾に対する規制を強化し、目に見える成果を挙げ

ているものの、以下の問題が依然として際立っている。 

 

11.2.6.1.1 法的位置・基準が不明瞭で、レベルもまちまち 

11.2.6.1.1.1 学習塾のための法律や規制が不十分であることによる弊害 

繰返しになるが，中央政府は学習塾のための法律を制定しておらず、その法的位置付けもはっ

きりしていないため、学習塾業界には一定の混乱した状況が存在し、管理することができない状

況になっている。教科系と非教科系の学習塾に対して、政府機関における登記および主管の機関

がそれぞれ異なるため、一部の非教科系学習塾の管理は困難な状況である。例えば、個人や業者、

大学の教師などが、各人が一人で専門的な知識を教える場合、登録手続きを進んですることは少

ない。こうした類の学習塾数は多い一方で、規模が小さいために安全面の潜在リスクや経営の資

質に問題がある場合が少なくなく、管理の規範化を難しくしている。 

 

11.2.6.1.1.2 学習塾の登録基準の細分化が急務 

学習塾の教師と受講者の割合、受講者一人あたりの面積などがかなり異なっており、統一した

基準がない。 
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11.2.6.1.1.3 学習塾のレベルがまちまちで、情報が不透明 

学習塾の数は多いが、規模には限りがある。教師や管理のレベルを上げるための資金投資が不

十分で、各学習塾における授業の質に明らかな差があるにもかかわらず、保護者がそれを見比べ

ることは非常に難しい。競争に負けて倒産する小規模の学習塾が多いと同時に新しい学習塾もど

んどん登場し、小さい学習塾がたくさん存在する状態がずっと続いている。 

 

11.2.6.1.2 カリキュラムの国家基準を超えた内容を教えるため、児童生徒の負担が増大。学校の

内外における教育環境のバランスが破壊されている 

学校外教育で詰め込み教育およびカリキュラムの国家基準を超えた内容の教育がおこなわれる

ことで、児童生徒同士による学内における悪い競争が激化している。さらに学習塾は進学準備ク

ラスなどを開設し、早期教育を行っているため、学校における通常の授業の進捗度にも影響を与

えることが大きく、児童生徒は学習塾に通わざるを得なくなるなど、学校教育にも悪影響を与え

ている。こういった事例は多く、学校を追い詰め、授業の秩序が乱れるほか、教育環境のバラン

スが崩れ、教育当局が児童生徒の負担を減らしたり、「素質教育」に力を入れたりするための対策

を講じても、効果がなかなか現れない原因となっている。 

 

11.2.6.1.3 学習塾の発展要因は保護者が自発的に子供を通塾させることにあるため、状況の改善

は容易でない 

11.2.6.1.3.1 教育に対する不安や、互いに競い合う気持ちから子供を学習塾に通わせる 

学校は「負担軽減」を強調しているものの、学校外教育により負担が増え、多くの保護者が自

発的に子供を通塾させている。「わが子をスタートラインで負けさせるわけにはいかない」という

思いから、教育面での「フライング」行為が非常に多く、学習塾は「詰め込み」を方向性とした授

業を展開することで、児童生徒の校外の負担が過度に重くなり、家計の負担も増している。 

 

11.2.6.1.3.2 下校時間と退社時間が違うため、保護者による学習塾に対するニーズが存在 

公立学校、特に小学校は下校時間が早く、大部分の保護者は働いているため子供を迎えに行く

ことができず、子供を学校外の教育機関に預けているのが実情である。 

 

11.2.6.1.4 地域間、都市部と農村部の教育格差が増大 

中国全土の基礎教育段階における児童生徒の通塾率は 47.2%である。地域別にみると、東部

49.9%、中部 46.8%，西部 38.7%となっている一方で、東北部は 66.0%と、他の地域を大きく上回

っている。都市部と農村部を比較すると、農村部が 24.7%であるのに対して、都市部は 57.2%と農

村部の 2 倍以上になっている。都市別ではその差はあまり大きくなく、一線都市（一～五線まで

ある都市レベルの区分で最上級の都市）が 59.6%、二線都市が 60.3%、他の都市は 53.6%である379。 

 

                                                        
379 「中国の学習塾市場調査：誰が通塾し、何を勉強？」
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591341520584296931&wfr=spider&for=pc.2018-02-03. 
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11.2.6.1.5 学習塾の発展は質の高い教育に対する普遍的なニーズを背景としており、雇用拡大に

も寄与しているため、閉鎖させることは困難 

本質的な問題点として、学習塾が多いことが原因で児童生徒の負担が増大しているのではなく、

高校入試や中国大学統一入学試験(通称「高考」)の競争がプレッシャーとなり、学習塾のニーズが

高まっていることが挙げられる。特に、教育の面で遅れている地域はその問題がより際立ってい

る。また、質の良い教育資源には限りがあることも、学習塾ブームとなっているもう一つの要因

である。教育レベルが非常に高く、評判が非常に良い小中高校の数には限りがあるものの、児童

生徒が質の良い教育を受けたいというニーズは常に存在しており、保護者は学習塾に助けを求め

るしかない状態にある。一方で学習塾は、経済発展の促進や雇用創出の面にも大きく貢献してい

る。 

 

11.2.6.2 問題の解決策と今後の展望 

学習塾に存在している問題の解決策には以下のことが考えられる。 

 

11.2.6.2.1 法律・法規を整備し、情報化管理をすすめ、監督・管理を強化 

11.2.6.2.1.1 法律・法規を整備し、監督・管理を強化 

今後、できるだけ早く学習塾関連の法律を整備し、圧倒的多数の学習塾を監督・管理下に置く

ことが必要である。また、教育当局の主導の下、安全面の潜在リスクや経営許可証を取得してい

ない機関をめぐる問題を重点的に解決し、不定期で学習塾を対象にした規制対策を展開する必要

がある。 

 

11.2.6.2.1.2 教育・学習塾の参入のハードルを上げ、学習塾に対する情報化管理を強化 

学習塾が経営許可証を申請するための面積や教師陣、職員などの条件を規範化し、学習塾に対

する統一した管理を強化する。 

 

11.2.6.2.1.3 中国全土の小中高生向けの学習塾の管理サービスプラットフォームを構築 

学習塾の情報を中国全土の学習塾管理サービスプラットフォームに組み入れ、透明性を持たせ

て公開し、一般社会からの問合せに対応、監督ができるよう情報化管理を強化し、ブラックリス

ト・ホワイトリストを発表する態勢を整える。基準に適合していない学習塾を淘汰し、授業の質

を保証するようにする。 

 

11.2.6.2.2 学習塾に対する管理を規範化し、学習塾と学校がそれぞれの責務を果たすよう推進 

教育主管当局は学習塾に対する監督・管理をさらに強化し、学習塾が進学準備クラスを開設し

て早期教育や進学試験対策授業をしないよう抑制および禁止する。また、学習塾が公立学校の現

役教師を雇用することを禁止し、学習塾としてのふるまいを明確にし、その経営行為を規範化さ

せる。また、学習塾と学校の新入生募集の紐づけを断ち切ることで学習塾が不当に利益を得るこ

とがないようし、学校教育と学習塾がそれぞれの責任を果たして、人を育てる面で力を合わせる
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ようにする。 

 

11.2.6.2.3 学習塾に対する保護者の客観的ニーズを満たすと同時に、保護者が科学的で正しい教

育観を持てるようサポート 

学習塾に対する保護者のニーズの中には客観的にみて妥当であると判断できるニーズ(客観的

ニーズ)が存在しており、学習塾が学校教育を補完すると同時に、学校の勉強だけでは不十分と感

じる一部の児童生徒のニーズも満たすなど、一定のプラスの效果もある。また、保護者が教育に

対して理性的なニーズを持つように導き、保護者に科学的な教育観を持たせ、子供の成長目標を

理性的に考え、盲目的に子供を学習塾に通わせることを回避する必要がある。さらに、家庭と学

校の連携を強化し、小中高生の学校外教育の面の過度な負担を軽減できるように共に取り組まな

ければならない。このほか、保護者の不安を根本的に解決できるようにしなければならない。一

部の保護者は、下校した子供を迎えにいくことができないという問題に対して、学校やコミュニ

ティ、住民が共に、家庭と学校の連携を強化できるように取組み、下校時間を臨機応変に決める

などの対策を講じて、放課後の学生が世話を受ける場所があり、保護者が心配しなくても良い環

境づくりに取り組まなければならない。 

 

11.2.6.2.4 教育格差の問題を緩和 

基礎教育の均衡化を一歩踏み込んで推進し、基礎教育をめぐる競争が学校内から学校外へ移る

ことを回避する必要がある。この種の競争が白熱することにより、保護者が費やさなければなら

ない時間や費用といった負担は決して軽視できるものではない。また、それは単に教育の公平性

に影響を与えるだけでなく、学校外教育が格差を拡大させる可能性があり、社会全体を通してリ

スクを増大させる潜在的要素であることも、重要な問題点として挙げられる。このほか、インタ

ーネット等の技術の普及を合理的に活用し、質の高いオンライン教育資源を提供し、通塾を妨げ

るハードルを取り除き、地域間や都市部と農村部の教育格差問題を緩和することが重要である。 

 

11.2.6.2.5 学習塾が雇用創出の面で果たす役割や経済発展への寄与を認め、規範化して管理 

近年、学習塾は雇用創出という面で、大きな社会的役割を果たしている。広東省を例にすると、

2020 年 4 月、登録されている学習塾は 1 万 2,000 校以上あり、雇用規模は 10 万人を超えていた

380。学習塾は数多くの雇用と起業の機会を創出し、就職や社会の安定という面で、大きな役割を

果たしている。また、消費促進や経済発展の下支えという点で重要な意義を有している。特に、

現在の経済情勢の下で、教育・学習塾における消費は、中国の消費市場においてより重要な役割

を担うようになるであろう。そのため、学習塾に対する規制は、「閉鎖を主とした規制」から、「規

範化する規制」へと舵を切る必要がある。 

中国教育部の陳宝生部長は、2021 年 2 月に開催された全国教育活動会議で、「今年は学習塾に

対する規制を大々的に強化する。その目標は、学生や家庭の負担を軽減し、学生を学校外教育に

                                                        
380 课外补习班能不能被取缔，目前已经有了明确答复，家长们表示无奈》
https://3g.163.com/dy/article/FJUCUORG0536LBLD.html.2020-08-13. 
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おける教科系学習から解放し、保護者を子供の塾への送り迎えや勉強の指導から解放することで

ある」と述べた381。中国の学習塾は、さらに良い方向へと向かって発展し、新しい段階を迎える

であろう。 

 

                                                        
381 乘势而上 狠抓落实 加快建设高质量教育体系——在 2021 年全国教育工作会议上的讲话
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/202102/t20210203_512420.html 
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11.3 韓国における学校外教育 

11.3.1 はじめに 

大韓民国(以下「韓国」という。)では、いわゆる塾や習い事など正規の学校外で行われる教育(生

涯学習などは除く)を「私教育(사교육)」と称している。学校外教育を受けさせるために家計から

負担される「私教育費」は、歴代政権にとって「課題」として位置付けられており、「私教育費」

を軽減するための政策が打ち出されてきた。韓国で 11 月に行われる修学能力試験382の日にパトカ

ーや白バイが遅刻しそうな受験生を輸送するシーンは日本でもおなじみで、韓国の教育熱の高さ

として報じられる。その場面は一側面でしかないとしても、韓国における教育政策の多くは、学

校外教育費の軽減を意識して策定されているといっても過言ではない。少なくとも学校外教育費

が拡大しそうな教育政策には批判が集まる。大統領制がとられる韓国では 5 年に 1 度大統領選挙

が行われるが、各候補者の公約の 1 つとして家計における学校外教育費の軽減が掲げられるなど

「私教育(사교육)」に対する国民の関心や教育政策の関連度は日本や中国とは異なる。韓国では、

学校外教育が「公教育と同じように人々の思考と生き方に強力な影響を及ぼす「社会的勢力」」と

評される程である 。この前提の下で、韓国の学校外教育について、その現状と課題について論じ

る。なお、本稿では、韓国における「私教育」の範囲を検討する節を除いて、便宜上「学校外教

育」という単語を使用することとする。 

 

11.3.2 「私教育」の種類と法的位置付け 

「私教育」の定義は研究者によってばらつきがある。ここでは、塾・予備校や習い事を行う機

関を意味する「学院」を定めた法律と、学校外教育費を対象とした統計から韓国における「私教

育」の範囲をみることにする。 

 

11.3.2.1 「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」における定義 

「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」(通称「学院法」、以下「学院法」という。) に

は、「学院」「教習所」「課外教習」が定義されている383。 

「学院」とは、「私人が、大統領令が定める数以上の学習者又は不特定多数の学習者に 30 日以

上の教習課程(教習課程の反復による教習日数が 30 日以上になる場合も含む)により知識・技術(技

能を含む)・芸能を教習(上級学校進学に必要なコンサルティング等の指導をする場合と情報通信

技術等を活用し遠隔で教習する場合も含む)したり、30 日以上学習場所として提供された施設」と

される。学院の種類は、大きく①学校教科教習学院、②生涯学習・職業教育学院に大別され、前

                                                        
382 第 10 章で詳しく述べられているように、2019 年現在、韓国の大学入試制度は、国による共

通試験(大学修学能力試験)の成績や高校での学習成績や教科外活動について記した学校生活記録

簿(内申書)、そして個別大学における論述や面接(各科目の学力を測る試験は禁止)の結果によっ

て選抜されている。入試の多様化が進む近年は、個別大学では、書類選考と面接だけでの入試な

ど、修能試験の結果を参考としない選抜も増えているが、修学能力試験は、設置主体を問わずほ

とんどの大学がその結果を入学者の選抜資料の 1 つとして活用している。修能試験の試験日は 1
日間で受験生は約 55 万人である。 
383 法制処国家法令情報センターウェブサイト(https://www.law.go.kr/)(韓国語)より。 
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者は、初・中等教育法による学校教育課程を教習したり、就学前の子供、障害がある子供、初等

学校から高校までの児童・生徒を対象とする学院で、日本における塾や習い事に相当するものと

いえる。一方後者は、前者以外の学院で、生涯学習や職業教育を目的とする学校外教育施設で、

児童・生徒のみならず資格取得や職業教育のための機関である。具体的な分類は、表 11.3.1 のと

おりである。ここに示すように、「教育段階」による区分(就学前から高校までの児童・生徒を対象

とした学院とそのほか成人までを対象とした学院)と、教育内容による区分(学校教育に対応する

のか職業・生涯学習に対応するのか)が用いられていることがわかる。 

 

表 11.3.1 学院の種類と教習課程 
種類 分野 系列  
学校教科

教習学院 
入試・検

定および

補習 

普通教科 初等学校、中学校、高校の教育課程に属する教科(情報教科、芸術・

体育系及び実業系高等学校の専門教科を除く)及び論述 
進学指導 進学相談・指導 

国際化 外国語 普通教科に属さない教科で、就学前の子供又は初等学校、中学校、高

校の児童・生徒を主な教習対象とする実用外国語 
芸能 芸能 音楽、美術、舞踊 
読書室 読書 就学前の子供又は初等学校、中学校、高校の児童・生徒を主な対象と

する施設 
情報 情報 情報教科に属する教育活動 
特別支援

教育 
特別支援教育 特別支援学校の教育課程に属する教育活動 

その他 その他 その他の教習課程 
生涯学習 
・職業教

育学院 

職業技術 産業基盤技術 機械、自動車、金属、化学工業及びセラミック、電気、通信、電子、

造船、航空、土木、建築、衣服、繊維、鉱業資源、国土開発、農林、

海洋、エネルギー、環境、工芸、交通、安全管理、造園 
産業応用技術 デザイン、理容・美容、食飲料品(調理、製菓製パン、バリスタ、ソ

ムリエ等)、包装、印刷、写真、ピアノ調律 
産業サービス 速記、電算会計、電子商取引、職業相談、社会調査、コンベンション

企画、消費者専門相談、テレマーケティング、カジノディーラー、塗

壁、装飾、洗濯 
一般サービス 愛犬美容・訓練、ホスピス、葬儀、航空乗務員、病院コーディネイタ

ー、清掃 
コンピュータ コンピュータ(情報処理、通信機器、インターネット、ソフトウェア)、

ゲーム、ロボット 
文化観光 出版、映像、音楽、映画、放送、キャラクター、観光 
看護補助技術 看護助務師 

国際化 国際 商人対象語学、通訳、翻訳 
人文社会

・自然 
人文社会・自

然 
大学編入、行政、経営、会計、統計、成人考試 

技芸 技芸 国学、舞踊(伝統舞踊、現代舞踊等)、書芸、漫画、モデル、話術、魔

術(マジック)、実用音楽(声楽)、囲碁、雄弁、工芸(折り紙、生け花、

フラワーアレンジメント等)、陶芸、美術、ダンス(武道は除く)、演技

(演劇、ミュージカル、オペラ等) 
読書室 読書 学校教科教習学院に属さない読書室 

出典：学院の設立・運営及び課外教習に関する法律施行令別表 2 より筆者作成。 

 

また、初等学校、中学校、高校又はこれに準ずる学校の児童・生徒や学校入学又は学力認定に

関する検定のための試験準備生に、知識・技術・芸能を教習する行為を「課外教習」といい384、こ

                                                        
384 ただし、親族が行う教習行為やボランティアによる教習行為などは除かれる。 
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の課外教習をする施設で「学院」ではない施設を「教習所」という。 

したがって、同法に基づけば、日本の塾や予備校、習い事に相当する韓国の学校外教育機関は、

学校教科教習学院および教習所となる。一般的に韓国ではこの 2 つを区分せず、「学院(학원(ハグ

ォン))」と称している。「課外教習」は一般に「課外(과외(カウェ))」と呼ばれ、塾や予備校での教

習行為のほか、家庭教師による教育(「個人課外」などと称される)を指す言葉である。 

 

11.3.2.2 「私教育費統計調査」による学校外教育費の範囲 

「私教育費統計調査」による学校外教育費の範囲を確認する。私教育費統計は調査統計法第 17

条及び同法施行令第 22 条に基づく指定統計(2014 年)で、韓国の初等児童、中学生、高校生らの学

校外教育費の実態を体系的に調査し、私教育費の軽減対策及び公教育の充実など政策立案の基礎

資料を提供することを目的とする調査である(調査については後述)。 

同統計による学校外教育費の概念は、初等学校から高校までの児童・生徒が学校の正規教育課

程以外に私的なニーズに基づいて学校外で受ける補充教育のために個人が負担した費用、とされ

る。学校外教育費に含まれるものは、具体的には、個人課外、グループ課外、学院での受講、訪問

学習誌、インターネットおよび通信講座などの受講料(教材費を含む)である。同調査では、「私教

育」について、一般教科及び論述、芸術・体育及び趣味・教養、就業関連等に区分して調査してい

る。一般教科及び論述関連とは、国語、英語、数学、社会(歴史／道徳を含む)、理科、第 2 外国語、

漢文等に関する教習である。芸術・体育および趣味・教養関連は、音楽、美術、体育、その他の趣

味や教養に関するものとされる。就業関連とは、大学進学を目的としない、就職を目的として教

育を受けたり、資格証取得のために受ける教習である。このほか、同調査では、学校の放課後に

受益者負担でなされる「放課後学校」385にかかる費用や、韓国放送公社が提供する教育放送プロ

グラム386の教材費や語学研修費なども調査対象とされている。 

前述した法律による定義と私教育費調査による調査対象からみると、韓国における学校外教育

は、学院や教習所など特定の場所で提供されるものと、インターネットや放送などの通信を使う

通信教育、課外や学習誌などによる訪問指導などがあることがわかる。 

教育部と韓国教育開発院が毎年公表する「教育統計年報」によれば、学院数は、表 11.3.2 のと

おりである。学校教科教習学院は全国におよそ 7 万 3,000 校、そのうち約 4 万校が入試検定及び

補習学院で、約 2 万校が芸術・体育系学院となる。 

 

 

 

                                                        
385 放課後学校は、放課後の時間を利用して学校で提供される有料の課外学習プログラムで、教

科学習プログラムと、文化・スポーツ活動を中心とする「特技・適性プログラム」の 2 種類に大

別される。初等放課後保育は、貧困層や共働きの家庭の子女を放課後、学校に整備された保育教

室で預かるという制度である。担当教員は外部講師が雇用され行われることが多い。 
386 韓国教育放送公社(Korea Educational Broadcasting System：EBS)は、各学校段階別の教育課程に

合わせた教育番組を制作・放送する教育専門の公営放送局で、テレビとラジオに加え、インター

ネット上での番組配信を行っている。 
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表 11.3.2 学院数と月平均教習時間・月平均教習費(2020 年時点) 

区分 学院数 定員 講師数 講義室数 
月平均教習

時間 
月平均教習費(ウォ

ン) 
最高 最低 最高 最低 

学校教科

教習学院 73,865 14,607,152 268,524 303,775 241 3 1,416,660 20,000 

入試検定

及び補習 
41,555 8,067,078 157,091 196,756 167 10 371,393 62,812 

国際化 6,193 1,714,514 31,935 37,765 80 7 701,144 76,666 
芸能 20,040 2,409,442 44,726 40,453 143 10 469,694 52,564 
特別支援 17 1190 97 75 84 3 426,923 20,000 
総合表注 3,244 1,609,222 25,984 23,527 241 7 1,416,660 47,125 
その他 2,816 805,706 8,691 5,199 51 4 465,038 30,138 
生涯職業

教育学院 7,897 3,451,693 41,952 14,898 305 2 2,401,368 19,167 

職業技術 4,305 1,043,298 18,796 4,138 188 2 2,401,368 19,167 
国際化 550 792,635 5,013 3,836 72 6 1,057,393 48,750 
人文社会 587 580,510 5,926 1,908 305 2 1,600,000 51,450 
技芸 1,853 230,051 5,756 3,190 64 4 957,142 45,000 
総合表注 602 805,199 6,461 1,826 268 5 1,397,830 100,000 
総  計 81,762 18,058,845 310,476 318,673 305 2 2,401,368 19,167 

注：総合は、区分が 2 つ以上の学院を意味する。 

出典：教育部・韓国教育開発院(2020)『教育統計 2020 年度版』(韓国語)より筆者作成。 

 

11.3.3 学校外教育の現状 

学校外教育の現状について、私教育費統計を参考に確認する。「私教育費調査」は、学習塾や予

備校、習い事など、学校外での子供の学習活動にかかる費用について初等学校・中学校・高校に

在籍する児童・生徒の保護者、学級担任、放課後学校担当講師を対象に、全国規模で行う抽出調

査である。2001 年から 2005 年までは韓国教育開発院(KEDI)387が不定期に実施してきた。2007 年

からは調査項目や対象数に若干の変化はあるものの、統計庁と教育部によって毎年行われている。 

 

11.3.3.1 学校外教育費の総額 

「2019 年度私教育費調査」によると、2019 年度の学校外教育費の総額は 21 兆ウォン(約 2 兆

1,000 億円)で、前年度比で 11.8%増加し、2015 年度調査で総額 17 兆 8,000 億ウォン(約 1 兆 7,800

億円)と、最低額を記録して以降 4 年連続で上昇した(図 11.3.1)。児童・生徒 1 人当たりの月額平均

は、32 万 1,000 ウォン(約 3 万 2,100 円)で、前年度から 10.4%増加し、2007 年以来初めて 30 万ウ

ォンを突破した。教育段階別にみると、初等児童 29 万ウォン(約 2 万 9,000 円)、中学生 33 万 8,000

ウォン(約 3 万 3,800 円)、高校生 36 万 5,000 ウォン(約 3 万 6,500 円)であった(図 11.3.2)。 

 

                                                        
387 韓国教育開発院(Korean Educational Development Institute：KEDI)は、国務総理が主管する教育

研究機関で、教育政策研究、調査関連事業、研究情報サービス、国際協力を主な機能としてい

る。 
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11.3.3.2 学校外教育参加率及び時間 

塾や習い事などの学校外教育への参加率は、全体が 74.8%であり、初等児童が 83.5%、中学生が

71.4%、高校生が 61.0%で、全ての教育段階で増加傾向にあった。学校外教育に使われる時間は、

初等児童で週当たり平均 6.3 時間、中学生 6.8 時間、高校生 5.7 時間であった388。 

 

図 11.3.1 学校外教育費(総額)の推移 

出典：教育部報道資料 2020 年 3 月 11 日(韓国語) 

https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&lev=0&statusYN=W&s=moe&m=0204&opTyp

e=N&boardSeq=79996、2021 年 3 月アクセス 

 

 

図 11.3.2 教育段階別児童・生徒 1 人あたりの学校外教育費(月額平均)の推移 

出典：教育部報道資料 2020 年 3 月 11 日(韓国語)を一部改変 

https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&lev=0&statusYN=W&s=moe&m=0204&opTyp

e=N&boardSeq=79996、2021 年 3 月アクセス 

 

児童・生徒 1 人あたりの月平均学校外教育費を学校段階別でみると、2014 年頃まで低かった高

校生の支出がここ数年で上昇をみせ、2019 年度調査では最高値を更新した(表 11.3.3)。学校段階が

                                                        
388 高校の学校外学習時間が初等学校や中学校よりも短いが、韓国の高校では、深夜まで自習室

を開放し、生徒に自習させることが一般的である。そのため、中学校までと比べて塾や予備校な

どでの学習時間が短くなると考えられる。 
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上がるにつれて国語や英語、算数・数学などの一般教科への支出が増加する傾向は前年度と変わ

らない。特に、2017 年度の修学能力試験から英語科目が既存の相対評価から絶対評価に変更にな

ったにもかかわらず、支出が増加したことなど、政府が学校外教育費の家計負担軽減策として各

種の施策を講じるも、それらの効果が結果に結びついていない現状となった。また、教育部が学

校外教育費の負担軽減を目的に、学校の放課後を活用して展開している「放課後学校」への参加

率は減少傾向にあることも明らかとなった。 

 

表 11.3.3 科目別・学校段階別 1 人当たりの学校外教育費(月平均)(2019 年度) 

 

(単位：万ウォン) 

出典：教育部報道資料 2020 年 3 月 11 日(韓国語) 

https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&lev=0&statusYN=W&s=moe&m=0204&opTyp

e=N&boardSeq=79996、2021 年 3 月アクセス 

 

2019 年度の調査結果で特徴的なのは、前年度同様に全ての学校段階で増加傾向にある中で、特

に初等児童の増加幅が大きかったことである。また、教科系/芸術・体育系/趣味・教養を問わず、

軒並み増加した点も前年と同様の傾向であった。また、今回の調査結果では、家庭環境との関係

についても分析されており、それによると、高所得層であるほど学校外教育費の支出および参加

率が高いこと、子供の数が少ないほど 1 人あたりの学校外教育費支出額が高いこと、進学希望先

が自律高校や特殊目的高校である場合、学校外教育費の支出が増加することが明らかになった。 

この政府による「私教育費統計」は、政策立案などに使用されているが、統計の取り方に批判

がないわけではない。例えば、学校外教育費負担の平均額は、学校外教育を受けていない子供ま

でを含めて平均を出しているため、学校外教育に通っている人のみの平均額はこれより高くなる

とされる。 

 

初等学校 中学校 高校
29.0 33.8 36.5
17.2 29.7 30.3

国語 1.5 1.7 4.3
英語 7.8 12.1 9.9
算数・数学 5.0 12.9 13.1
社会，科学 0.8 1.6 2.0
第2外国語 0.7 0.5 0.4
論述 1.3 0.8 0.6

芸術・体育系 11.8 4.0 5.5
音楽 3.9 1.2 1.7
美術 1.6 0.6 1.8
体育 5.5 1.7 1.1
趣味・教養 0.8 0.6 0.9

就職関連 - - 0.5
進路進学・学習相談 0.1 0.1 0.2

全体

一般教科
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11.3.3.4 学校外教育供給側の視点に立った実態調査 

韓国職業能力開発院が 2008 年に学院及び教習所、学習誌、オンライン学院、個人課外教習者な

どを対象に実施した「2008 私教育供給者実態調査研究」389は、供給者の側面から学校外教育市場

規模を把握しようとした調査である。全国 2,437 の学院、635 の教習所に対して設問紙調査が行わ

れており、その結果、学院の講師は 23 万 8,000 人、学習誌訪問教師は 7 万人、個人課外教習者は

21 万人、合計約 51 万 8,000 人が私教育に従事していることが明らかとなり、同調査による学校外

教育費390の総規模は 18 兆 6,126 億ウォン(約 1 兆 8,612 億円)と推定された。結果的に 2008 年当

時、統計庁・教育部が行った私教育調査の数値(20 兆 9,000 億ウォン)の方が大きな数値を示してい

たが、およそ 20 兆ウォン規模の市場であることが確認された。 

 

11.3.4 政府のスタンスと質保証、公教育と学校外教育の関係 

前述したように、韓国における学校外教育問題はこれまでの政権にとって政策課題として位置

付けられてきた。結論からいえば、政府は学校外教育を「規制の対象」として位置付けている。

ただし、政府の規制の在り方は変わってきている。 

 

11.3.4.1 学校外教育への直接規制 

学校外教育費問題と深く関連するのは入試制度の在り方で、入試改革の度に学校外教育費の軽

減が直・間接的に意図されてきた。中学校無試験進学制(1968 年) 391、高等学校平準化制(1973 年)392、

大学卒業定員制(1980 年)393、それ以降の大学入試制度改革と、各学校段階の受験競争の過熱化を

                                                        
389 教育科学技術部・韓国職業能力開発院(2009)『2008 私教育供給者実態調査研究』(韓国語)。 
390 私教育供給者実態調査における「学校外教育費」は、学院及び教習所、学習誌、オンライン

学院、個人課外を対象に行われ調査結果から推計されたものである。同調査では、統計庁の「私

教育費調査」より学校外教育総額が低く出た理由として、学院及び教習所からの回答が低めに行

われた可能性があることを指摘している。 
391 1950 年代に初等学校の就学率が増加したことにより 1960 年末前後に中学校への進学熱が高

まりだすと、中学校入試を前に受験競争が過熱化し社会問題化した。政府は過熱する中学受験競

争の解消と中学校の教育提供機会の拡大のため、1968 年 7 月 15 日、中学校無試験入学制度を発

表した。中学校無試験進学制度は、国公私立を問わず中学校入試を禁止し、定められた学区にお

ける抽選制を通した進学先の決定を骨子とする制度である。実施は 1969 年から。受験競争の過

熱化については、有田伸(1999)「韓国社会における課外授業問題と『7・30 教育改革措置』」『年

報地域文化研究』第 2 号、1－19 頁や、田中光晴(2009)「韓国における私教育費問題と政府の対

応に関する研究--教育政策の分析を通して」『比較教育学研究』38 号、87‐104 頁を参照。 
392 中学校無試験進学制により中学人口が増加すると高校への進学希望者が増加する。1973 年 6
月、文教部(現教育部)は、高等学校への進学のための受験競争の過熱化を解消するために、高校

平準化を発表した。高校平準化制度は、中学校無試験進学制と同様に学区を定めその中から抽選

で進学先を決定するというものである。高校平準化は一般系高校にのみ適用(実業系高校は除か

れた)された。また、中学校無試験進学制とは異なり全国での適用に至っておらず、地域によっ

ては平準化されていない地域(非平準化地域)が残っている。平準化の導入経緯については、石川

裕之(2011)『韓国の才能教育制度－その構造と機能』東信堂に詳しい。 
393 高校平準化をうけ 1970 年代を通じて大学進学率が上昇すると、受験競争の過熱化と浪人生の

増加が問題となった。文教部は 1980 年に大学の卒業定員制を導入した。卒業定員制は、学科ご

とに卒業定員を規定し、入学の際は卒業定員の 30％まで増員できるという制度で、入口を広く
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解消するため、入試を撤廃したり、入試の評価方法を変更したりしてきた394。 

なかでも 1980 年に打ち出された「課外禁止措置」は直接的なものであった。1980 年 7 月 30 日、

保衛非常対策委員会395は過熱する受験競争を解消すべく「教育正常化及び過熱課外解消対策」(以

下「7・30 教育改革措置」という。)を発表した396。同対策には「過熱課外の追放キャンペーン」

が含まれており397、1980 年 8 月 1 日から学校に籍を置く児童・生徒に対する課外(塾や予備校での

教習や家庭教師による教習を含む)が全面的に禁止された。芸術・体育系実技の教習や趣味活動の

ための教習行為も登録義務が課せられた。1981 年には「私設講習所に関する法律」(後の「学院法」)

及び同施行令を改定しこれらの根拠が整備された。この時新設された 9 条の 2 は、次のとおりで

ある。 
第 9 条の 2(課外教習の制限)①誰人も技術・芸能・体育又は大統領令が定める科目に属する知識の教

習を除いては課外教習を行うことはできない。ただし、私設講習所(第 3 条又は第 3 条の 2 の規定に

より認可を受けたり登録された私設講習所をいう。)において高等学校・大学又はこれに準ずる学校

の入学やその資格検定を目的に学習する児童・生徒以外の受験準備生に課外教習をする場合はこの

限りではない。 
②第 1 項における「課外教習」とは、国民学校・中学校・高等学校又はこれに準ずる学校の児童・生

徒やこれら児童・生徒以外の受験準備生に知識・技術・芸能又は体育を教習する行為で次の各号に 1
つに該当しない行為をいう。 
1．第 2 条各号の施設(筆者注－学校、図書館、作業場)における教習行為 
2．同一戸籍内の親族が行う教習行為 
3．大統領令が定める奉仕活動に属する教習行為 
③第 1 項の規定により許容された課外教習を行おうとする者は施設講習所において教習する場合を

除いては大統領令が定めるところにより主務官庁に申告しなければならない。申告事項のうち大統

領令が定める事項を変更しようとする場合も同じである。 
④主務官庁は第 3 項の規定により申告した者が虚偽の他不正な方法により申告したりこの法に違反

した時には、6 か月の範囲の中で期間を定め課外教習の中止を命じることができる。 

⑤課外教習者が課外教習を廃止した時にはこれを主務官庁に申告しなければならない。 

出典：法制処国家法令情報センター(https://www.law.go.kr/)(韓国語)より筆者作成。 

 

この新設された第 9 条の 2 により、芸術・体育系科目の教習や児童・生徒以外の受験準備生、

すなわち浪人生に対する課外は許容されたものの、学校在籍生に対する学校の教育課程に対応す

る科目の知識・技能を教習する行為(学院や個人課外)は禁止された。また、同法第 10 条によりこ

れらの規定に違反した場合、1 年以下の懲役又は 200 万ウォン以下の罰金が科されることとなり、

「不法課外」の取締りが強化されていった。韓国における学校外教育と政府の対立はこの時がピ

ークである。 

しかし、学校外教育に対する規制は、徐々に緩和されていくことになる。例えば 1989 年には先

の法律が「学院の設立運営に関する法律」に名称が変更されるとともに、一部規制が緩和された。

                                                        
出口を狭くするという制度であった。規定では 4 年時に進学の際卒業定員の 10％を越えないよ

う進学制限が設けられるなど結果的に浪人生は減ったものの中途退学者が発生するという制度的

欠陥があった。1990 年の卒業者をもって同制度は廃止されている。 
394 尹正一他(2002)『韓国教育政策の争点』教育科学社(韓国語)。 
395 1980 年 5 月 31 日から 10 月 29 日まで国内を掌握した軍事クーデターに伴う臨時行政機構。 
396 同方案の詳細は有田伸(1999)前掲書に詳しい。 
397 国家保衛非常対策委員会文教公報分科委員会(1980)『教育正常化及び過熱課外解消対策』(韓
国語)。 
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この改定により、それまで高校などの在学生の学院での学習は禁止されていたが、今後は文教部

(現教育部)長官が定める期間の中で、学院で補習学習を受けることが可能となった。また、課外教

習行為についても大学生に限り課外教習行為をすることができるようにした。前者は個人の学ぶ

権利との兼ね合いで補充学習が必要な児童・生徒の学習ニーズに対応するもので、後者は大学生

のアルバイト先としての学院講師の職業的な価値を認めたものである。これ以降も緩和は続き、

原則的な規制は残るものの、塾や家庭教師の一部が認められていった。 

2000 年 4 月 27 日には、憲法裁判所398で課外教習を禁止してきた条項及び罰則規定が憲法違反

に当たると審判されたことにより、学校外教育に大きな転機が訪れた。この違憲判決により、7・

30 教育改革措置により制限されてきた課外禁止措置が全面的に解除された399。2001 年には「学院

の設立・運営及び課外教習に関する法律」に改称・改定され、これにより、「教育公務員法」「私立

学校法」に基づき課外教習が制限されている現職教師を除く全ての一般人の課外教習行為に制限

がなくなった。これ以降学院や課外教習は自由化へと進むが、制限の撤廃による受講料の高額化

や不正な経営などの問題を未然に防ぐべく、個人課外教習者の申告制や学院又は教習所の登録制

など教育人的資源部(現教育部)による管理体制も同時に整備された。 

 

11.3.4.2 直接規制から間接規制へ―公教育の充実化 

学校外教育規制の全面解除は教育産業の興隆の契機となり、結果的に学校外教育費の家計にお

ける負担の増加が再び問題となった。しかし、先の違憲判決により、教育部は直接的な制限がで

きないため、新たな学校外教育費軽減のアプローチが必要となった。2000 年代以降、教育部は何

度も学校外教育費軽減政策を出しているが、基本的な方針は、学校外教育に頼る必要がない公教

育の充実というもので、例えば、大学入試対策講座を公営放送で提供するというものや、学校内

での補習授業の充実、英語や芸術・体育系の習い事に類する教育プログラムを放課後に提供する

という政策などが実施された400。これまで学校外教育を直接の規制対象としていたが、違憲判決

以降は、「学校外教育へのニーズを公教育内で解消する」というスタンスがとられ、間接的に学校

外教育への需要を軽減する方途が模索されている。 

併せて入試改革も幾度となく行われており、知識偏重型の大学入試から、学校での活動や内申

書(学校生活記録簿)を選抜資料として活用する入試の拡大が行われた。しかし教育産業はこうい

                                                        
398 憲法裁判所は、法令の合憲性を審判するために設置された憲法裁判機関で、違憲法律審査、

弾劾審判、政党の解散審判、憲法訴願審判、国家機関間の権限争議に関する審判等を所管する。 
399 憲法裁判所によれば違憲判決の理由(2000.4.27. 98헌가 16, 98헌마 429)は、課外を禁止する

「学院の設立・運営に関する法律」第 3 条、第 22 条第 1 項第 1 号は、①家族生活を保障する憲

法第 10 条、②国民の自由と権利は憲法に挙げられていないという理由で軽視してはならないと

する憲法第 37 条、③全ての国民は能力によって均等に教育を受ける権利を持つとする憲法第 31
条、に違背するというものであった。 
400 例えば 2004 年 2 月 14 日に出された「公教育正常化を通した私教育費軽減対策」では、①修

能課外代替：e-Learning 体制構築、②教科課外の吸収：水準別補充学習の実施、③才能・英語課

外需要の充足：特技・適性教育の活性化、④託児ニーズの吸収：初等学校低学年の放課後教室、

⑤学校教育の信頼向上：優秀教員の確保、⑥学校教育の機能回復、⑦高校平準化制度の補完、⑧

学校教育の正常化：大学入試制度の改善、⑨教育水準の国民最低ラインの保障、⑩社会制度の意

識改革、が挙げられている。 
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った政府の間接的な「規制」に苦慮しつつも、新たな政策によって生じた新たな教育ニーズに素

早く反応し、消費者の学校外教育欲求を満たしてきた。前節でみたように、結果的に学校外教育

費の規模の拡大は続いている。 

 

11.3.4.3 学校外教育の管理－学校外教育の質保証 

韓国における学校外教育機関の管理は教育部が所管している。学校外教育への直・間接の規制

をめぐる動きは、その副産物として学校外教育の管理体制の構築にもつながった。それを学校外

教育機関の「質保証」として積極的に位置付けることもできる。1961 年に制定された学院法は 2020

年現在、40 回の改定が繰り返されており、学校外教育機関を法的に位置付けてきた。現行の学院

法の第 4 条には学院設立者・運営者の責務として「学院設立・運営者は自律と創意により学院を

運営し、学習者に対する便宜提供、適正な教習費などの徴収を通した負担軽減及び教育機会の均

等な提供のために努力するなど生涯学習の担い手としての責務を全うしなければならない」と規

定されている。学院を設置するためには、各広域市・道(日本の都道府県庁に相当)が条例によって

定める施設と設備の基準を満たし、大統領令によって定める、設置者の人的事項、教習課程、講

師名簿、講習費等を記した学院設立・運営登録申請を広域市・道教育監(日本の都道府県教育委員

会教育長に相当)に提出し、登録することが義務付けられている。また、個人課外教習者も氏名、

住民登録番号、住所、学歴、専攻、資格及び経歴、教習科目名、教習費、教習場所を当該広域市・

道教育庁に申告しなければならない。個人課外教習者は申告証明書を発給され、これを教習場に

掲示することになっている。 

学院法施行令第 12 条の学院の講師の資格基準によれば、学校教科教習学院の講師の資格基準

は、①「初・中等教育法」第 21 条による教員の資格がある者、②専門大学卒業者又はこれと同水

準以上の学力がある者、…中略…大学卒業以上の学力がある外国人で「出入国管理法」第 10 条及

び同法施行令第 12 条による当該在留資格がある者、などとされている。特に②の専門大学卒業者

又はこれと同水準以上の学力がある者が指すのは、大学 3 年生以上の学生となる。したがって、

大学 2 年生までの学生や専門大学在学生、或いは高卒者は学院の講師にはなれない。 

以上のように、韓国の学院は設置基準、講師資格により一定水準以上の質が担保されている。

また、学院の不正や消費者が不利益を被った場合にこれらを申告できる「不法学院申告センター」

が各広域市・道教育庁に設けられていることも一定の質保証の機能となっている。 

 

11.3.5 学院の事例 

日本と同様に韓国の教育産業(原語では「教育企業」)の形態は、所定の場所での教習行為を行う

もののほかインターネットによる講義を行うものや訪問学習誌によるものなど、そのバリエーシ

ョンは多い。教育産業として、株式市場に上場している企業もある401。ここではいくつか代表的

な事例を挙げてみよう。 

                                                        
401 KOSDAQ の場合、売上高が 100 億ウォン、時価総額 300 ウォン、KOSPI の場合最近の売上高

が 1,000 億ウォン以上、3 年平均で 700 億ウォン以上が条件とされている。ネイバー証券によれ

ば、教育サービス業種として上場している企業は、21 社(2020 年 12 月現在)ある。 
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11.3.5.1 老舗学院－大成学院、鍾路学院 

韓国における受験塾・予備校は大小含め多数であるが、中でも老舗として有名な大成学院と鍾

路学院402がある。この 2 つは 1960 年代頃からある老舗学院で、多くの受験生を支えてきた。鍾路

学院のウェブサイトによれば、同学院は 1965 年にソウル市鍾路区で営業を始めた大学入試受験学

院で、その歴史から民間の私教育の元祖と呼ばれている。1965 年に同じ鍾路区で営業を開始した

大成学院とライバル関係とされることも多く、両者は 70 年代まで二大巨頭とされてきた。もとも

と大学の個別入試に強い両者であったが、政府の政策により大学における個別試験が廃止される

80 年代から 90 年代を過ぎると他の学院にも押されるようになる。しかし経営方針を変えながら、

現在でも老舗学院として知られている。 

 

11.3.5.2 学習誌・オンライン型－大教、メガスタディ 

大教(대교)403は学習誌で有名な教育産業で、参考書出版や有線放送を通じたプログラムの提供

を行ってきた。創業は 1975 年と古く、1990 年代には海外フランチャイズ(アメリカ、カナダ、シ

ンガポール、ニュージーランド等)を展開するなど当該地域の在外韓国人コミュニティにも利用さ

れてきた。2000 年代に入るとインターネットによるオンライン学習にも進出し、幅広に事業を展

開している。 

メガスタディ(메가스터디：Mega Study)404は、韓国の学院街として有名な江南区大峙洞で有名に

なった進学塾で、2000 年代に初めてオンライン講座を商用化した教育業者として知られている。

受講生は韓国内最大で、受験教育をメインとしながらも初等・中等教育分野での補習事業も手掛

けるほか、公務員試験対策などを提供する。 

上記 2 社は KOSDAQ 上場企業(教育サービス)であり、メガスタディの時価総額は 4,429 億ウォ

ン、大教は、3,584 億ウォンで、部門 1、2 位である。 

 

11.3.5.3 語学系学院－パゴダ語学院 

パゴダ語学院(파고다어학원：PAGODA Academy)405は、外国語人材養成のために 1983 年に設立

された語学系学院で、韓国内で最初にネイティブ英会話を導入した学院として知られている。全

国に支店を置き、初等児童から高校生を対象としたパゴダ語学院ジュニア、オンラインによる語

学学習を提供するパゴダインターネット講義、電話による 1 対 1 のパゴダトクール(PAGODA 

Talkool)などを運営している。また語学学習誌の出版も手掛け、英語以外にも日本語や中国語など

多様な外国語コースを提供している。 

 

                                                        
402 大成学院 https://www.dshw.co.kr/(韓国語)、鍾路学院 http://www.jongro.co.kr/(韓国語)。 
403 大教 https://www.daekyo.com/(韓国語)。 
404 メガスタディ http://www.megastudy.net/(韓国語)。2015 年に初・中・高校生を対象としたオ

ン・オフライン事業部門が独立し、メガスタディ教育となっている。 
405 パゴダ語学院 https://www.pagoda21.com/(韓国語)。 
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11.3.5.4 EdTech の導入 

韓国貿易協会の報告書406によると、韓国の教育産業は AI などの技術を活用した EdTech 市場へ

の成長がみられるとしている。特に学習者の達成度や学習履歴などのビックデータを分析し、学

習者個人の能力を判定後、カスタマイズされた学習を提供する AI の活用が目立つと分析してい

る。表 11.3.4 は国内の主要な EdTech スタートアップの事例である。 

 

表 11.3.4 韓国の主要な EdTech スタートアップ企業 
分野 企業名 内容 

カスタマイ

ズ学習サー

ビス 

Riiid 
AI を活用したディープラーニング技術により学習者が間違った問題

を予測し、点数が最も上がる問題を推薦し、最短時間内で点数を向上

させる「サンタトイック」サービスを提供。 

KnowRe ディープラーニングによる数学教育のプラットフォームを活用し学習

能力を診断し個人に合わせた教育課程及びコンテンツを提供。 

Mathpresso 

質疑応答と解答方法の検索が可能なプラットフォーム「QUANDA」を

運営し、AI に基づいた光学文字判読(OCR)を開発し、わからない問題

を撮影しアップロードすると 5 秒以内に解説を提供する「5 秒問題解

説検索」サービスを提供。 

ゲーム基盤

学習 

Enuma 
重要概念を多様な形で反復学習することができるゲーム形式の数学学

習プログラム「TODO Math」サービスを提供。幼児から初等 2 年まで

のカリキュラムをカバー。 

Catchitplay 

ゲームで英語を学ぶことができる「CatchitEnglish」アプリを運営。マ

シンラーニングに基づいた AI システムを搭載し、使用者に合わせた

学習方法の提供、単語や文章の同時学習、リスニングやスピーキング

の学習が可能である。 

Tutoring 学習者とチューターをリアルタイムに 1 対 1 でマッチングする英語／

中国語会話学習用モバイルプラットフォームを提供。 

外国語学習 

Tella ネイティブチューターとチャットを通してリアルタイムに添削を受け

られる英語教育プラットフォーム「tellatalk」を提供。 

Eggbun education 
AI チャット bot により学習する外国語 AI チューターサービスで、外

国人を対象とした韓国語／中国語／日本語学習、韓国人を対象とした

英語教育サービスを提供。 

コーディン

グ教育 

Elice 
自社開発のコーディングプラットフォームである「Elice」を運営。ラ

イブストリーミングによる非専攻者や初心者にアクセスしやすいコー

ディング教育を提供。 

Code States 費用負担なく学び始め就職した後に年俸の一部を共有するコーディン

グ教育プラットフォームを運用。 

Logi Brothers 
初等中等を対象としたブロックコーディングによる教育サービス

「CODMOS」を運営。学習者自らゲームのように問題を解決しながら

コーディングの基礎を学ぶことができる。 

出典：韓国貿易協会(2020)『Edutech 市場の現況及び示唆点』IIT Trade Focus、2020、第 4 号、10-

11 頁(韓国語)。 

 

今後 EdTech 企業と教育産業との協働による関連サービスの提供が行われる見通しで、2020 年

の新型コロナウイルス感染症の流行により非接触型の教育に対する関心が高まったことも追い風

となり、新たな学校外教育市場へと拡大すると考えられる。 

 

                                                        
406 韓国貿易協会(2020)『Edutech 市場の現況及び示唆点』IIT Trade Focus、2020、第 4 号(韓国

語)。 
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11.3.6 課題と展望 

韓国の学校外教育は、公教育とのせめぎ合いの中で存在し続けてきた。入試制度改革に代表さ

れる教育改革は学校外教育費の負担軽減が意図されており、韓国の教育政策を論じるうえでも学

校外教育の存在は外せないものとなっている。これまでみてきたように国は規制の対象として学

校外教育を位置付けており、2000 年の学校外教育規制に対する違憲判決後も間接的に規制を行っ

ている。結果的にこれらが、学校外教育の質保証につながっているとみることもできよう。 

 KOSDAQ 上場の教育産業のトップ経営者へのヒアリングを分析したチェ・ソンジュらの研究407

によると、韓国における学校外教育は公教育を歪める「悪」として語られることが多いが、トッ

プ経営者らは、学校外における教育提供の正当性と公教育・学校外教育のパートナーシップの必

要性を提起している。公教育の構造的な限界から学校外教育がなくなることは考えにくい。生涯

学習の拡大により伝統的な公教育と学校外教育の境界があいまいになる中で、教育の公共性の議

論とともに改めて学校外教育領域や教育産業が担ってきた役割や取組に目を向け、公教育とパー

トナーシップを組めるような在り方が模索される必要があるのではないであろうか。 

 

 

（なお、本稿は所属機関を代表するものではなく、全て個人的見解に基づくものである。） 

                                                        
407 チェ・ソンジュ、カン・デジュン(2014)「上場教育起業の最高経営者の教育言説：「悪の私教

育」言説の亀裂と再構築」『アジア教育研究』Vol.15、No.2、1－27 頁(韓国語)。 
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11.4 比較考察 

11.4.1 校外補習の種類および法的位置づけ 

 まず、日中韓の校外補習(私教育)の種類とその法的位置づけについてみてみよう。日本において

は校外補習に明確な種類があるわけではなかったが、自宅外でおこなわれるものとして学習塾や

予備校、習い事、幼児教育があり、家庭でおこなわれるものとして通信教育、家庭教師が存在し

ていた。法的位置づけについては、教育関連法令の規定によらない校外補習は「特商法」や「景

品表示法」などに則っており、経済産業省の管轄となっていた。また、学校法人が経営する予備

校は各種学校として文部科学省の管轄であるが、学校法人が運営する学習塾や衛星・ネット予備

校などは会社組織として経済産業省の管轄となるなど、管理・監督のあり方は複雑であった。 

一方、中国における校外補習の種類としては、正規学校の教科内容をカバーする学習塾、スポ

ーツや芸術など個人の興味・特技に応じた教育、学校の勉強についていけない子どものための介

入教育などが存在していた。学習塾を例にとると、関連法令は現在のところ存在せず、市場規模

が巨大なわりに法的な位置づけや管理・監督のあり方に曖昧な部分が残っているという。しかし

2018 年に教育部等が出した学習塾の規制に関する通知を皮切りに、各地方政府が学習塾の管理規

則や規定を相次いで打ち出すなど、変化は生じていた。 

韓国の場合、日中両国と異なり、校外補習に関する法令や統計調査においてその種類が具体的

に示されており、校外補習の公的な位置づけが明確であった。通称「学院法」に則れば、韓国の

校外補習は「学院」、「教習所」、「課外学習」の 3 種類に分けられており、それぞれがカバーする

分野や課程等についても詳細かつ具体的に示されていた。また実施形態については、学院や教習

所など特定の場所で提供されるもの、インターネットや放送などを通じた通信教育、家庭教師や

学習誌などによる訪問指導の 3 つが存在していた。 

以上のように、日中韓三カ国とも学校の教科内容に関する学習塾(予備校を含む)、スポーツや芸

術などに関する習い事、家庭教師といった種類の校外補習が存在していた。また、実施形態とし

ては、日韓両国については教室など特定の場所において対面でおこなうもの、インターネットや

放送など通信を通じておこなうもの、家庭教師や学習誌など自宅において通信を用いずおこなう

ものがあり共通していた。一方で校外補習の位置づけについては、日中両国では法的な規定や管

理・監督のあり方に複雑・曖昧な部分があったが、韓国においては関連法令が整備されており、

具体的かつ明確にその位置づけがなされていた。 

 

11.4.2 校外補習の現状と市場規模 

次に、校外補習の現状についてみてみよう。日本の子どもの学習塾への通塾率は調査によって

異なるが、ベネッセによる 2017 年の調査によると小学生 12.6%、中学生 45.1%、高校生 25.9%で

あった。佐久間の指摘するように、中学校の通塾率が相対的に高い要因としては、高校受験対策

が考えられた。また習い事については、同上の調査によると小学生のスポーツ活動としてはスイ

ミングが 33.6%と最も高く、中学生でと高校生では硬式・ソフトテニスはそれぞれ 11.2%、6.2%と

最も高かった。芸術活動では、小・中・高生とも楽器の練習・レッスンが最も多く、小学生 20.7%、

中学生 18.8%、高校生 14.1%であった。学校外での学習時間については、2019 年の「全国学力・
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学習状況調査」によると小・中学生ともに「1 時間以上、2 時間より少ない」が最も多く、小学生

で 36.6%、中学生で 34.2%を占めていた。ただし、他の調査からは、高校卒業後の予定進路によっ

て学校外での学数時間に差が存在していることがわかった。2018 年の「子供の学習費調査」によ

ると、学習塾費の年間平均額は公立小学校で 5 万 1,313 円、私立小学校で 25 万 2,790 円、公立中

学校では 20 万 2,965 円、私立中学校では 15 万 3,365 円、公立高校では 10 万 6,884 円、私立高校

では 12 万 9,313 円であった。さらに、矢野経済研究所の教育産業市場に関する調査結果によると、

2019 年度の教育産業全体市場規模(主要 15 分野計)は 2 兆 7,747 億円であり、少子化の中において

も有名難関校を目指す上位志向層の需要をうまく取り込み、市場規模は拡大していた。 

一方で中国の場合、2019 年の「中国教育財政家庭調査報告」によると小・中・高生の通塾率は

48.3%で、その費用は 1 人あたり年間平均額 5,616 元であった。1 元は約 17 円(2021 年 3 月時点)で

あるから、約 9 万 5,000 円となる。また、中国全土の学校外教育産業の全体規模は 4,900 億元以上

(約 8 兆 3,000 億円)と試算されていた。これは日本の約 3 倍に相当する。なお、中国の通塾率には

都市部と農村部で大きな地域差が存在しており、2017 年の調査によると農村部が 24.7％であるの

に対して、都市部は 57.2％であり、その差は 2 倍以上となっていた。中国の校外補習市場は規模

が非常に大きく、全国の学習塾の数は 40 万校以上と推計されていた。また、21 世紀教育研究院の

「中国の小中高生の“負担軽減”問題研究報告」によると、中国の小・中・高生が学習塾に費やす時

間は世界で最も長いとのことであった。 

韓国では校外補習の統計調査の実施が法的に義務づけられており、毎年「私教育費統計調査」

が実施されていた。これによると、小・中・高生の校外補習への参加率は 2019 年時点で 74.8%で

あり、小学生(初等学校生)が 83.5％、中学生が 71.4％、高校生が 61.0％であった。2019 年度の児

童生徒 1 人あたりの校外補習費の月額平均は 32 万 1,000 ウォン(約 3 万 2,100 円)で、学校段階別

では小学生 29 万ウォン(約 2 万 9,000 円)、中学生 33 万 8,000 ウォン(約 3 万 3,800 円)、高校生 36

万 5,000 ウォン(約 3 万 6,500 円)であった。週あたりに校外補習に使われる時間は小学生平均 6.3

時間、中学生 6.8 時間、高校生 5.7 時間であり、1 日あたりに換算すると日本の小中学生で最も多

かった「1 時間以上、2 時間より少ない」と似た状況であるといえる。また、政府系シンクタンク

の統計調査によると、2020 年時点の学校教科教習学院の数は 7 万 3,000 校に達していた。塾や習

い事などを含む校外補習費の 2019 年度の総額は 21 兆ウォン(約 2 兆 1,000 億円)であり、近年増加

傾向にあった。 

以上のように、学習塾への通塾率については、日本では学校段階によって大きな差があり、高

校受験を控えた中学生の通塾率が 45.1%と最も高かった。中国でも小・中・高生の通塾率は 48.3%

と半分近い児童生徒が学習塾に通っていることになる。ただし、国土が広大な中国の場合、都市

部と農村部の通塾率に大きな差があった。韓国の場合は習い事等まで含めた校外補習参加率は

74.8％と高く、学校の教科内容をカバーする学習塾(学院)への参加率に限っても、2019 年時点で小

学校 37.6%、中学校 50.7%、高校 39.3%、全体で 41.1%となっている408。日中韓で調査対象や項目

に差があるため厳密な比較は難しいが、学習塾への通塾率については、中韓両国と比べて日本は

                                                        
408 統計庁「2019 年初中高私教育費調査結果」（統計庁報道資料、2020 年 3 月 10 日付、pp.24-

25）（韓国語）。 
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低いといえる。また、校外補習の市場規模は、8 兆円を超える中国が突出しており、日韓両国は 2

～3 兆円弱となっている。ただし、韓国の児童生徒数が日本の約半分であることを考えると409、韓

国の校外補習の市場規模はその人口規模に比べ大きいということができよう。 

 

11.4.3 政府のスタンスと質保証 

校外補習に対する政府のスタンスには、韓国に特色がみられた。日本では 1970 年代に子どもの

学習塾通いが社会問題になり、1980 年代頃まで学習塾は政府から好ましくない存在とみなされて

いた。その後、政府の学習塾に対するスタンスは、無視や放任の時期を経て 2000 年頃からは連携

へと舵をきっていた。1999 年の生涯学習審議会答申では、行き過ぎた学習塾通いに対しては批判

しつつも、民間教育事業に対して「学校教育とは異なる子どもたちの多様な学習ニーズを応えて

いくという役割」を求めていた。また、学習塾等の質保証に関しては法令で規定しておらず、そ

れぞれの企業や全国学習塾協会など加盟団体のガイドライン等によって担保されていた。ただし、

全国学習塾協会のガイドラインの場合、あくまで消費者保護の観点から決められたものであり、

教育内容や方法に関する内容は含まれていなかった。 

中国政府は、児童生徒の負担増、教育格差の拡大、市場の無秩序状態などの点で学習塾を問題

視しており、経営の規範化や管理強化に関する指導的意見を数多く出してきた。ただし中央政府

は、画一的に学習塾を取り締まるよりも、各省が地域の実情に応じた設置・運営基準を制定し、

学校内外における教育のバランスを乱す学習塾については厳格に取り締まるよう求める一方で、

児童生徒の興味を育て特技を伸ばす「素質教育」をおこなうような学習塾に対しては、その発展

をサポートするようにも求めていた。たとえば青海省では、設置・運営基準の制定、法律に基づ

く審査・登録、教育課程等の当局への届け出と公表などを規則化しており、授業内容や進度につ

いても国家カリキュラム基準や地域の学校の進度から逸脱することのないように定められていた。

趙が指摘しているように中央政府の学習塾に対するスタンスは「反対もせず、賛成もしない」と

いうものであり、基本原則は打ち出しつつ、多くの部分を地方政府に委ねていた。 

一方で韓国の場合、日中両国とは異なり、校外補習を明確に「規制の対象」と位置づけていた。

2000 年の違憲判決により解除されたものの、1980 年には塾や予備校、家庭教師による教習を全面

的に禁止する措置がとられ、この措置の解除以降も受講料の高額化や不正な経営などの問題を未

然に防ぐべく、個人課外教習者の申告制や学院・教習所の登録制など政府による管理体制が整備

されていた。ただし、上記の違憲判決以降、政府は校外補習に対する直接的な制限ができなくな

ったため、公教育内で校外補習へのニーズを解消することで家計負担を軽減しようという間接的

なアプローチをとるようになっていた。校外補習を規制するための法令である「学院法」はすで

に 1961 年に制定されており、2020 年までに 40 回もの改定を重ねてきたという。同法により、学

院の設立・運営者は学習者への便宜提供や教育費の適正化などの責務を負い、条例が定める施設・

設備に関する基準を満たし、市・道教育庁(日本の都道府県教育委員会に相当)に登録しなければな

らなかった。また、学院で教育にあたる講師についても資格基準が定められていた。さらに、学

                                                        
409 韓国の初等学校・中学校・高校に在籍する児童生徒数は 2020 年時点で約 536 万人である（教

育統計サービス、https://kess.kedi.re.kr/、2021 年 3 月 25 日アクセス）（韓国語）。 
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院の不正や消費者の不利益について申告できる「不法学院申告センター」も各地域に設置されて

いた。ただし田中が指摘するように、校外補習に対するこうした厳しい規制は、一方で校外補習

に対する質保証の取組みとして位置づけることもできた。 

以上のように、校外補習に対する政府の基本的なスタンスは、日本では無視や放任から連携へ

と変化しており、中国では「反対もせず、賛成もしない」というものであったのに対し、韓国で

は明確に規制の対象と位置づけていた。日本や中国でも校外補習がもたらすマイナスの面に対す

る警戒や批判はみられたものの、それと同時に、校外補習に対し学校教育とは異なる多様な教育

機会を提供する役割が期待されており、特に中国では政府が望ましいと考える校外補習について

は積極的にサポートする姿勢が示されていた。また中国の場合、巨大な市場がもたらす雇用創出

の機能にも期待がかけられていた。このように、日中と韓国の間で校外補習に対する政府のスタ

ンスが異なる背景としては、国土の広さや人口規模の大きさ等の諸要因による厳密な規制の実現

可能性の違い、そして校外補習が社会にもたらすメリットとデメリットの「差し引き」が異なる

ためと考えられる。韓国では校外補習が公教育を歪める「悪」として語られることが多いのに対

し、日中両国では学校外における多様な教育機会の提供という肯定的な面についても認識されて

いたし、経済面でのプラスの影響についても期待がかけられていた。競争の抑制や家計負担の軽

減、適切な質保証体制の構築など三カ国共通の課題は存在しているものの、日中両国においては、

公教育と校外補習のパートナーシップに向けた萌芽がみてとれる。 
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第 12 章 総括 
12.1 はじめに 

ここまで日中韓三カ国の教育事情についてみてきた。第 1 章から第 4 章では三カ国の初等中等

教育の概況および政策動向が示され、第 5 章以降では人材育成に関わる主要なトピックについて

専門家の手による詳細な報告がなされた。各章で取り上げられたトピックを再掲すると以下の通

りであった。 

第 5 章：理数系の能力を伸長するための教育 

第 6 章：職業能力開発 

第 7 章：教育現場での ICT の利用 

第 8 章：外国語教育 

第 9 章：教員の養成および資質能力開発 

第 10 章：大学入試 

第 11 章：校外補習(私教育) 

このように、本報告書が射程とするトピックは多岐にわたっており、それぞれの国の状況や背

景も多様であることから、本報告書全体を貫く特定の知見を導き出すことは筆者の力量の及ぶと

ころではない。そこで本章では、各章の内容を振り返るとともに、最後に中韓両国と比べた場合

の人材育成に関する日本の教育政策の特徴について、筆者個人の視点からいくつか指摘すること

としたい。 

 

12.2 初等中等教育の概況および政策動向 

日中韓の初等中等教育段階においては 6-3-3 制の単線型学校体系がとられており(ただし中国に

は 5-4-3 制も存在する)、義務教育期間についても初等および前期中等段階の 9 年間という大枠の

共通点が存在した。また、三カ国とも高校段階までの進学率が 2019 年時点で 90%を大きく超えて

おり、後期中等段階までの教育が普遍化している点も共通していた。さらに三カ国ともカリキュ

ラムの国家基準が存在しており、教育内容や各教科等の授業時数について国家による一定の統制

が及んでいる点も同じであった。一方で、国土の広さや人口規模の違いを背景に、三カ国には学

校数や児童生徒数といった量的側面に大きな差がみられた。たとえば 2019 年の日本の小学校総数

は 1 万 9,738 校であったが、中国の普通小学校の数は 16 万 148 校、韓国の初等学校の数は 6,087

校であった。1 校あたりの児童数の差を勘案しなければ、中国と日本の間には 8.1 倍、中国と韓国

の間には実に 26.3 倍もの開きがある。こうした差は、地域ごとの教育の多様性や学校ごとの状況

の違いなどにも影響を与えるものと考えられる。三カ国の教育政策を比較するにあたっては、相

互に国土の広さや人口規模に大きな差が存在する国であることを念頭に置きつつ、慎重におこな

う必要があるであろう。 

三カ国の教育政策にみられる差のうち特に目立ったのが、教育に対する国の財政投資の姿勢で

ある。端的にいえば、日本の姿勢は中韓両国に比べて消極的であった。たとえば、中国では教育

分野が政府の財政支出の重点分野に指定されており、国の財政的教育経費支出の対 GDP 比が 4%

を下回ることがないよう保証していた。実際、2016～2019 年の 4 年間、中国の財政的教育経費支
第
12
章

第12章　総括



370 

 

出の対 GDP 比は 4%以上であった。一方の韓国でも 2019 年の政府予算に占める教育部(日本の文

部科学省に相当)予算の割合は 18.7%であり、公教育費の対 GDP 比も 2016 年調査で 3.7%と OECD

平均(3.5%)を超えていた。しかしながら日本の場合、2020 年の国の予算のうち文部科学省の予算

が占める割合は 5.3％であり、OECD の調査においても一般政府総支出に占める公財政教育支出の

割合は OECD 平均を下回っていた。各数値の算出基準や方法に違いがあるため厳密な比較は難し

いものの、中韓両国が概して教育や科学技術研究部門への投資に積極的であったのとは対照的に、

日本は教育への投資に消極的であった。その主な要因は社会保障費の増大による財政的圧迫にあ

った。しかし韓国においても少子高齢化が進み社会保障の充実が大きな問題となっており、財政

的な困難を抱えている状況は日本と変わらない。また、教育が持つ「将来的な社会の再生産や生

産性の向上という不確定でデータに表せない未来予測に基づいた社会的な投資」(第 1 章)という

性質はどの国においても同じであり、一国の財源が限られている以上、「現在」への投資と「未来」

への投資のバランスをどうとるかということはどの国にとっても頭を悩ます課題なのである。し

たがって、日本と中韓両国の間にみられる教育への財政投資に対する姿勢の違いは、各国の政府

がどれほど「未来」への投資を重視しているかの違いを示しているともいえる。第 1 章で指摘さ

れていた通り、国際的に高いレベルにある日本の子どもの学力は現場の教師の努力や貢献に支え

られてきた部分が多く、家庭の私的な教育費負担も近年増加傾向にあるため、今後教育現場や家

庭がその負担に耐えられなくなった場合、日本の教育の質が大きく低下したり、家庭の経済状況

による子どもの学力格差がさらに拡大したりする可能性は十分あるといえよう。 

なお、2000 年代以降における日中韓の教育政策の動向については、グローバル化や情報化とい

った社会変革への対応、教育の量的拡大から質的向上への転換、生涯学習体制の構築、経済的困

難を抱える子ども・保護者への支援を通じた教育の階層間格差や地域間格差の是正、義務教育以

外の段階への無償化の拡大といった点でおおよそ共通していた。ただし日韓両国と比べた場合、

中国ではまだ都市部と地方の間で教育格差が大きいため、義務教育経費の保障等を通じ量的拡大

にも引き続き力を入れている点が異なっていた。また、韓国では 1990 年代半ばから 2010 年代半

ばまで、その時々の保守政権によって新自由主義的な教育改革が積極的に実施され、学校の自律

性拡大や教育の多様化・特性化が進められるとともにその裏返しとして学校評価や教員評価等の

強化も進んでいた。しかし革新派の現文在寅政権(2017 年～現在)においては、これまでの新自由

主義的教育改革への反動として、教育の公共性と民主性を強調した政策が展開されていた。 

 

12.3 理数系の能力を伸長するための教育 

理数系の能力を伸長するための教育(以下、「理数系能力伸長教育」とする)については、21 世紀

の知識基盤社会の到来やグローバル化の進展による国際競争の激化といった共通の要因を背景に、

日中韓とも 2000 年代以降本格的に推進するようになっていた。その主たる目的は、科学技術分野

に高い専門性と創造性を持つ人材を育成にあった。また、日韓両国では 2010 年代頃から

STEM/STEAM 教育への関心が強まっており、カリキュラムの国家基準の改訂を通じて一般の学校

のカリキュラムに STEM/STEAM 教育的な要素を導入しようとする動きがみられた。 

一方で、日中韓の理数系能力伸長教育に関する主な取り組みの内容や方法には多くの相違点も
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みられた。日本における理数系能力伸長教育は、主に科学技術振興機構(JST)によって推進される

プロジェクトのかたちでノンフォーマルに展開されていた。その中にはスーパーサイエンスハイ

スクール(SSH)など一部の学校・生徒のみを対象としたものも存在していたものの、その成果を各

地域の学校や一般の学校の理数教育カリキュラム改善に還元することも重要なねらいとなってい

るなど、必ずしもイノベーション人材育成にのみスポットを当てたものではなかった。一方、中

国では広く国民の科学的素養を向上させることが重要な目標となっており、主に義務教育段階の

一般学校における理数教育カリキュラムの改善を通じ、子どもたちの科学的素養を全体的に向上

させるための取組みに重点を置いていた。韓国では、日中両国に比べるとよりイノベーション人

材育成にスポットを当てた政策が進められており、科学高校や英才学校といった理数系能力伸長

教育に特化した特別な学校も設立されていた。こうした韓国の特徴はその成果の表れ方にも反映

されており、2019 年度の国際科学オリンピック 5 分野の代表 23 人(全員金メダル獲得)のうち実に

22 人までが科学高校・英才学校の生徒で占められるなど、理数系の才能を持つ者の一極集中、あ

るいは偏在という点でも目を引く特徴があった。なお、第 5 章では触れられていなかったが、2019

年度の韓国科学英才学校(釜山市)1 校への政府支援額は 166 億 6,100 万ウォン(約 16 億 6,600 万円)

にのぼっている410。ちなみに同じ年の SSH の事業総額は 22 億 1,900 万円である411。もちろん上記

の韓国科学英才学校への政府支援額には人件費や経常運営費、施設設備費などが含まれているも

のの、200 校あまりを対象とした SSH の事業総額の 7 割半に相当する公的資金がわずか 1 校に投

入されていることは驚きである。韓国の理数系能力伸長教育においては、人材面でも予算面でも

「選択と集中」の原理に基づく戦略をとっていることがよくわかる事例である。 

このように三カ国とも 2000 年代以降共通して理数系能力伸長教育を推進していた一方で、日本

の理数系能力伸長教育には中国の「ボトムアップ重視型」や韓国の「ピラミッド型」のようなは

っきりしたかたちの政策的な方向性はみられなかった。 

 

12.4 職業能力開発 

中等教育段階以下における職業能力開発のための教育(以下、「職業教育」とする)については、

日中韓ともに後期中等教育段階が中心となって実施されていた。ただし、いずれの国においても

学校体系の中で主流を担っているのは普通教育機関であり、職業能力開発をおこなう主な教育機

関(以下、「職業教育機関」とする)はいわば傍系に位置づいていた。なお、各国における職業教育

および職業教育機関の位置づけには以下のような特徴がみられた。1 つめに、三カ国のうちで学

校体系における職業教育機関の量的プレゼンスが最も大きかったのは中国であり、これには教育

と生産の結合重視という社会主義国の特徴が影響していると考えられた。2 つめに、中韓両国の

後期中等教育段階では普通教育をおこなう学校と職業教育をおこなう学校の種類が別になってい

た一方で、日本では職業教育が生涯学習体系に中に位置づけられている関係で、普通科高校も専

                                                        
410 KAIST 附設韓国科学英才学校「KSA 2019 年度決算書」（KAIST 附設韓国科学英才学校、2020
年）。（韓国語） 

411 文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)支援事業」(https://www.mext.go.jp/ 
b_menu/houdou/31/03/__icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1414953_4_1.pdf)。 
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門高校も法令上は同じ「高等学校」であった。ここから、中韓両国と比べた場合、日本の普通教

育機関と職業教育機関の機能分化の度合いは低いといえた。 

職業教育の実施分野については、日韓両国において工業分野と商業分野のプレゼンスが大きい

という共通点がみられたものの、三カ国とも自国の産業構造の変化や職業の多様化に応じて分野

を多様化・細分化する方向に進んでいた。特に中国では、産業発展戦略のニーズに応じて職業教

育の分野が国家レベルで調整されていた。職業教育機関のカリキュラムに関しては、日中韓とも

に国家レベルでの質保証システムが存在しており、三カ国とも普通教育に関する科目と職業教育

に関する専門科目の両方を履修する内容となっていた。ただし日本の場合、中韓両国と比べると

職業教育機関のカリキュラムに対する国家統制は比較的緩やかであり、普通教育と職業教育のカ

リキュラム上の区分もより緩やかであるとみることができた。 

職業教育と資格枠組みとの関係については、中国では職業教育機関を卒業する時に卒業証書と

職業資格の承認を取得する「二重証書」制度が推進されており、韓国では「国家職務能力標準」

に基づいて職業教育機関における専門教科の教科区分が定められるなど、日本と比べてより明確

なかたちで職業教育と資格枠組みとの間の関連づけがなされていた。職業教育機関卒業後の進路

については、中国では就職や職業高等教育機関への進学に重点が置かれていたが、日韓両国にお

いては普通高等教育機関に進学する者も少なからず存在しており、進路が多様化していた。 

このように、工業分野と商業分野のプレゼンスが大きい点や進路の多様化が進んでいるという

点では日本の職業教育は韓国との類似性がみられた。一方で、日本では職業教育が生涯学習体系

の中に位置づけられている関係で、職業教育と普通教育の機能分化の度合いや職業教育機関と普

通教育機関の機能分化の度合いが中韓両国に比べて低いという点が特徴であった。 

 

12.5 教育現場での ICT の利用 

日中韓のうち情報化社会が到来した時期は日本が突出して早く、1960 年代のことであった。し

かし教育現場における ICT 環境の整備が本格化したのは三カ国とも 1990 年代以降のことであり、

「各教科等の目標を達成する際に効果的に情報機器を活用する」という教育の情報化へ向けた動

きについても 2000 年代を前後してほぼ同時期にスタートしていた。これは、世界同時的に起こっ

た情報通信技術の飛躍的進歩が教育の情報化を支える前提条件となっていること、またグローバ

ル化の進展によって最新の情報通信技術があらゆる国・地域にほぼ同時に伝播するようになった

ためと考えられた。 

教育現場における ICT 関連の環境整備については、日本における「スクール・ニューディール

構想」や「フューチャースクール推進事業」、「GIGA スクール構想」、中国における「三通」の実

現を企図した様々な施策、韓国における「教育情報化基本計画」など、三カ国とも国家的な政策

として推進しており、特に 2010 年代に入ってからは大きな進展がみられた。日本でも 2020 年時

点で全国の公立学校における教育用コンピュータ 1 台あたりの児童生徒数は 4.9 人となっており、

普通教室の無線 LAN 整備率も 50%近くまで高まっていた。一方、広大な国土と多くの人口を抱え

る中国においては、ICT に関する環境整備状況に大きな地域格差が存在していると考えられた。

韓国では近年教育現場のコンピュータの台数が飛躍的に伸びており、2014 年から 2019 年の 5 年
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の間に初等学校で約 12 万台、中学校で約 2 万台、高校でも約 2 万台増加していた。教育の情報化

に向けたインフラ整備のスピード感という点では韓国が突出しているといえる。これには、韓国

の学校数や児童生徒数が日中両国に比べて相当に少ないという「利点」も影響しているであろう

が、三カ国の中でも特に国家戦略として教育の情報化を強力に推進してきたことがスピーディな

インフラ整備を支える重要な基盤となっていると考えられる。逆に、情報通信技術の飛躍的進歩

が起こるずいぶん前に情報化社会が到来していた日本では、最新の設備機器やインフラの普及は

旧来のものとの代替というかたちをとる必要があったと考えられ、情報化社会と情報技術の飛躍

的進歩が同時期に到来した中韓と比べインフラ整備上不利な点もあったのではないかと推察され

る。 

なお、日本と韓国の両方で、「より困難な状況にある子ども」たちの学習機会の保障のために ICT

を積極的に活用しようという認識が示されていたことも注目すべき点であった。たとえば日本で

は 2019 年から必要に応じてデジタル教科書を使用できるようになったことで、障害のある子ども

たちに対する合理的配慮の可能性が大きく広がっていた。韓国でも 2018 年から一般の学校でデジ

タル教科書が使われるようになっており、「第 6 次教育情報化基本計画」(2019～2023 年)では障害

のある子どものためのオンライン授業環境の提供、および障害タイプ別の学習資料へのアクセシ

ビリティの保障が主要課題となっていた。KU-CU(基礎学力向上支援サービス)や DANCHOO(AI に

よるマンツーマン学習チュータリングサービス)など、ICT を活用した児童生徒の学力保障や学習

の個別最適化についても韓国には先進的な事例が存在していた。教育の情報化を推進する上でそ

の前提となるインフラ整備は確かに重要であるが、「誰のために、何のために ICT を活用するの

か」という視点を見失わないことはさらに重要であろう。その点、日韓のこうした取組みは評価

できるものであった。 

 

12.6 外国語教育 

外国語教育のうち特に初等英語教育に注目してみてみると、その正式な導入時期には三カ国で

差があった。韓国が 1997 年と最も早く、次いで中国が 2001 年であった。日本は中韓両国に比べ

初等英語教育の導入時期が際立って遅く、中国から遅れること 10 年(2011 年)で「外国語活動」が

導入され、教科化されたのはさらにその 9 年後(2020 年)のことであった。 

なお、日中両国における初等英語教育の導入は、オリンピック・パラリンピックの開催決定と

いった「追い風」を背景に、政治主導で実現されていた。一方で韓国の場合、そうした「追い風」

がなかったにも関わらず、大統領の強力なリーダーシップの下でいち早く導入されていた。政治

主導での初等英語教育導入という点では日中と共通していたものの、輸出依存型の産業構造を持

っていることからグローバル化への対応について三カ国で最も強い危機感を感じていたと考えら

れる韓国においては、初等英語教育の必要性に対する国民の同意が得られやすく、日中のような

「追い風」は特に必要なかったのかもしれない。 

初等英語教育の実践面については、三カ国とも主たる目標を実践的なコミュニケーション能力

の育成に置き、英語を使って「何ができるか」を重視しており、主体的・対話的で深い英語学習

への転換が目指されていた。日本では小学校 3・4 年生の外国語活動は週 1 コマ、5・6 年生の外国
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語(英語)の授業は週 2 コマ実施されていた。中国では制度上は小学校 3 年生から外国語(英語)が実

施されているが、実際には都市部ではほぼ小学校 1 年生から実施されているという。また、学年

や地域、学校等により差はあるものの 40 分授業に換算して週 2 コマ程度の授業がおこなわれてい

るとのことであった。韓国では小学校 3・4 年生で週 2 コマ、5・6 年生で週 3 コマの英語科の授

業がおこなわれていた。また、一時期禁止されていたものの、小学校 1・2 年生についても放課後

教育の時間に英語教育がおこなわれているとのことであった。 

初等英語教育の担当教員については、日本では学級担任が担っているケースが大部分であった

が、中国では地域に関わらずほとんどの小学校で中国人の専科教員が英語を用いて授業を進めて

いた。韓国は日本と同じく学級担任が基本的に英語の授業を担当していたが、教員養成・研修制

度を充実させ、教員採用試験において英語力を重視することで英語を教える教員の質と量の確保

という 2 つの課題に同時対応していた。なお現在、日本でも小学校高学年での英語専科教員の導

入が検討されている。 

以上から、日本は初等英語教育の導入時期や開始学年が遅く、授業時数も少ないなど、中韓両

国に比べて初等英語教育の推進に対し慎重な姿勢をとってきたといえる。これには、三カ国の政

治体制の違いに起因する政治的リーダーシップの発揮しやすさの度合い以外にも、その国の経済

がどれほどグローバル化の影響を受けやすいか、そして政治的・経済的指導層はもちろんのこと

広く国民がどれほどグローバル化への危機感を持っているかが関係していると考えられる。初等

英語教育の導入・実施に際しては、児童生徒および教員にかかる学習・教育上の負担や、カリキ

ュラム編成上の負荷等を甘受するに足る政策的な合意と世論の同意が必要となるからである。 

なお、英語能力の社会的意味づけや英語能力が個人にもたらす利益について、日本と中韓両国

の間に大きな違いがみられたことも注目すべき点である。英語能力がグローバル化対応に必要な

能力として社会に広く認識され、プラスのイメージで捉えられているという点では日本も中国や

韓国と同じであった一方、中国や韓国では英語能力が個人の能力や努力、誠実さ等の指標とみな

されていたが、日本では英語能力に対してそうした捉え方はなされていなかった。このことを反

映してか、三カ国とも英語が日常生活で必要とされる社会ではないという点で共通しているにも

関わらず、中韓両国では英語能力向上に対する人々のモティベーションが総じて高く、日本では

英語学習に対する保護者の関心が二極化していたという点は興味深い。英語教育に限らず、他国

の教育政策を参考とする場合は、こうした国ごとの社会風土の違いも念頭においておく必要があ

るであろう。 

 

12.7 教員の養成および資質能力開発 

教員免許・資格については、日本では免許制度がとられていた一方で、中韓両国では資格制度

がとられていた。また、日本の教員免許には有効期限があり期限延長には免許の更新が必要であ

ったが、中国と韓国の教員資格は生涯有効であった。教員養成のルートについては日中韓とも全

般的に多様化される方向にあったが、韓国の小学校教員のように国立の養成機関でほぼ独占的に

養成されている部分もあった。免許・資格や教員養成に対する質保証システムについては、日本

では教職課程コアカリキュラムの策定によって国レベルでの質保証のための仕組みづくりが進め
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られていた。中国では教員資格取得のプロセスに全国統一試験を課すことで質保証をしており、

韓国では小学校教員養成については国立教育大学がほぼ独占的にこれを担い、中・高教員養成で

は教職課程履修にあたって選抜をおこなうことで一定の質保証をしていた。また中韓両国では教

員採用にあたって試用期間を設けたり教員資格に等級を設けたりしていた。 

教員採用制度についても三カ国の間に差異がみられた。日本における公立学校教員の採用試験

は都道府県・指定都市の教育委員会が主催していた一方、中国では個別学校レベルでの任命・配

置が基本となっており、教員の身分も各学校の被雇用者であった。韓国における国・公立学校教

員採用試験は市・道(日本の都道府県に相当)ごとに実施されており、教育部長官(日本の文部科学

大臣に相当)から任用権を委任された教育監(日本の都道府県教育長に相当)が任用を決定していた。

韓国では国立学校の教員のみならず公立学校の教員も国家公務員であり、教員採用試験の 1 次試

験は政府系シンクタンクが出題する全国統一の筆記試験となっていた。このように、中国では各

学校による任命・配置となっている一方で、韓国では全国レベルの統一的な教員採用システムが

とられていた。また日本の場合、都道府県・指定都市レベルで採用をおこなうという中韓両国の

中間的なシステムがとられていた。さらに公立学校の教員の身分についても、中国ではあくまで

も各学校の被雇用者に過ぎないのに対し、韓国の場合は国家公務員であり、日本の場合は中韓の

間に位置するような地方公務員となっていた。 

教員研修および評価制度については三カ国とも、養成と研修の一体化、教職生活全体を通じた

能力開発という共通の方向性を背景に、2000 年代以降その強化が図られていた。また、教員評価

制度については業績主義や成果主義への志向が共通してみられたが、中韓両国の場合、全国的に

業績給が採用されていたり、保護者等の評価への参加および評価結果の公開が制度化されていた

りするなど、日本と比べよりシビアな内容となっていた。ただし、韓国では教員評価に参加する

児童生徒や保護者は年々減少しているといい、教育現場との間での十分な合意形成なくトップダ

ウンで導入されたシステムであるがゆえに、制度が意図した通りに機能していない部分も存在し

た。 

教師という職業の人気、および修士学位所持者の割合については、日本と韓国で対照的な状況

にあった。日本では教師の「ブラック職業」としてのイメージが広まる中、教員採用試験の倍率

の落ち込みが続いていた。また、2008 年に導入された教職大学院も多くの学校で定員割れが生じ

ていた。一方で韓国では教師が社会的に尊敬されており、子どもたちにとって人気の高い職業の

1 つである。また、小・中・高とも修士学位を所持する教員の割合が 3 割前後となっており(2020

年時点)、日本と比べるとその割合は圧倒的に高かった。こうした日韓の修士学位所持者の割合の

違いについては、学位取得によるインセンティブの有無が要因の 1 つになっていると考えられた。 

 

12.8 大学入試 

日中韓の高等教育の発展過程には大きな違いがみられ、高等教育が最初に大きな量的拡大を遂

げた時期は、日本では 1970 年代、中国では 2000 年代、韓国では 1990 年代であった。このように

高等教育のマス化をいち早く経験したのは日本であり、高等教育全体の進学率は 1985 年に 50％

を超え、1990 年代にはすでに高等教育機関と学生の多様化が進んでいた。しかしその後の中韓両
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国における高等教育の量的拡大の速度はすさまじく、1985 年には 20%強に過ぎなかった韓国の高

等教育進学率は早くも 1995 年に 50％を超えた。量的拡大の到来時期が一番遅かった中国におい

ても、2000 年時点で 12.5%に過ぎなかった高等教育全体の粗就学率が、2010 年には 26.5%、2019

年には 51.6%といったように 10 年ごとにほぼ 2 倍になるペースで拡大していた。こうした高等教

育の量的拡大により、高等教育機関と学生の多様化への対応が、2000 年代以降の日中韓の大学入

試に共通した課題となっていた。 

日本では、2000 年代以降多様な学生と多様な大学のマッチングが大学入試制度改革の重要課題

となり、AO 入試や推薦入試など一般入試以外の枠組みで入学する学生の割合が増加していた。ま

た、私立大学の約半数が入学定員を充足できなかったり、学力が不足していてもすべての受験生

を合格とせざるを得なかったりといった状況も出現していた。中国の場合、全国統一大学入試を

基礎としつつも 2003 年から各大学が自らにふさわしい学生を自主的に選抜し受け入れるための

「自主学生募集」が始まるなど、2000 年代以降大学入試における各大学の自律性拡大、選抜方法・

選考基準の多様化への流れが生じていた。韓国では、1996 年から日本の AO 入試にあたるような

随時募集が導入されるなど、選考の類型や方法を多様化する方向へ入試改革が進んでいった。2000

年代以降、随時募集の定員が拡大されていき、2020 年には随時募集が定員全体の 8 割近くを占め

るようになっていた。これによって、選考の類型や方法の多様化がさらに進むこととなった。こ

のように、2000 年代以降は日中韓で共通して大学入試における各大学の自律性拡大、選抜方法・

選考基準の多様化という流れが生じていた。また、国によってその度合いは異なるものの、選抜

方法・選考基準の結果として共通試験のプレゼンスは相対的に縮小する傾向にあった。なお中国

の場合、省を単位として試験科目や出題体制を定める方法へと移行しており、広大な国土を有す

る中国においては大学ごとだけでなく地域によっても入試の多様化が生じていた。 

さらに 2010 年代以降の日中韓の大学入試改革の方向性をみてみると、特定の選抜方法や評価基

準への偏りを避け、多面的で総合的な評価を志向しているという点で共通していた。特に、「一発

勝負」や点数主義に陥りがちな共通試験偏重への反省や高大接続の視点の重視などから、高校に

おける多様な学びとその成果を大学入試の選考資料として積極的に活用していこうとしていた。

ただし、中国では現在も全国統一試験が最も主要な選抜方法であることに変わりはなく、多面的・

総合的評価をどこまで大学入試に取り入れるのかについては国によって大きな差があった。また、

随時募集の定員拡大等を通じ三カ国の中で最も積極的に多面的・総合的評価の導入に取り組んで

きた韓国では、その反動として選考類型・選考要素の過度な多様化に対する弊害が指摘されたり、

評価の透明性・公正性に対する疑問の声が上がったりしていた。これを受け、2020 年代以降の大

学入試では過度な多様化を是正する方向へと改革の舵が切られており、客観式の全国一斉共通試

験が持つ透明性・公正性を再評価するような動きもみられた。 

 

12.9 校外補習(私教育) 

校外補習(私教育)の種類とその法的位置づけについては日中韓三カ国とも、学校の教科内容に

関する学習塾(予備校を含む)、スポーツや芸術などに関する習い事、家庭教師といった種類の校外

補習が存在していた。また、実施形態としては、日韓両国においては教室など特定の場所におい
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て対面でおこなうもの、インターネットや放送など通信を通じておこなうもの、家庭教師や学習

誌など自宅において通信を用いずおこなうものがあった。一方で校外補習の位置づけについては、

日中両国では法的な規定や管理・監督のあり方に複雑で曖昧な部分があった一方、韓国において

は校外補習に関する法令や統計調査においてその種類が具体的に示されており、具体的かつ明確

に校外補習の位置づけがなされていた。 

学習塾への通塾率についてみてみると、日本では学校段階によって大きな差があり、高校受験

を控えた中学生の通塾率が最も高く、半数近い生徒が学習塾に通っていた。中国では都市部と農

村部の通塾率に大きな差があったものの、小・中・高生の半数近くが学習塾に通っていた。韓国

の場合、学校の教科内容をカバーする学習塾(学院)に限っても小・中・高生の約 4 割が通ってお

り、習い事等まで含めた校外補習参加率は 7 割を超えていた。日中韓で調査対象や項目に差があ

るため厳密な比較は難しいが、小・中・高生の学習塾への通塾率については、中韓両国と比べる

と日本はやや低いといえた。また、校外補習の市場規模については、8 兆円を超える中国が突出し

ていた。日韓両国の校外学習の市場規模は 2～3 兆円弱であったが、韓国の児童生徒数が日本の約

半分であることを考えれば、相対的な市場規模は韓国のほうが大きいといえた。 

校外補習に対する各国政府のスタンスについてみてみると、日本では 1980 年代頃まで学習塾は

好ましくない存在とみなされていたが、その後学校教育とは異なる子どもたちの多様な学習ニー

ズに応えていく役割を期待されるようになり、2000年頃から連携へと舵を切っていた。中国では、

児童生徒の負担増、教育格差の拡大、市場の無秩序状態などの点で学習塾が問題視されていたも

のの、中央政府の学習塾に対するスタンスは「反対もせず、賛成もしない」というものであった。

政府は、地域の実情に応じた設置・運営基準を制定し、学校内外における教育のバランスを乱す

学習塾については厳格に取り締まるよう求める一方で、児童生徒の興味を育て特技を伸ばす教育

をおこなう学習塾に対してはその発展をサポートする姿勢を示していた。一方で韓国の場合、学

習塾などの校外補習を明確に「規制の対象」と位置づけており、すでに 1960 年代には校外補習を

規制する法令が制定されていた。同法は何度かの改正を経て現在も存在しており、同法によって

学習塾等の設立・運営者は学習者に対する責務を負い、講師の資格や施設・設備に関する基準を

満たすことが求められていた。このように韓国では校外補習が公教育を歪めるものと捉えられる

傾向が強かった一方で、日本や中国では校外補習がもたらすマイナスの面に対する警戒や批判は

みられたものの、それと同時に校外補習に対し学校教育とは異なる多様な教育機会を提供する役

割が期待されるなど、公教育と校外補習のパートナーシップに向けた萌芽がみられた(付記：2021

年 7 月に中国政府は突如学習塾の新規開業を認めないことと既存の学習塾を非営利組織に転換さ

せる方針を発表した412。この方針が出たことで、中国における公教育と校外補習の関係性は今後

大きく変化するものと予想される)。 

 

12.10 おわりに 

以上、各章の内容を俯瞰してみると、中国や韓国と比べた場合の日本の教育政策の特徴として

                                                        
412 日本経済新聞ウェブ版「中国学習塾、非営利団体に転換 政府が教育費抑制へ規制」（https:// 

www.nikkei.com/article/DGXZQOGM2443H0U1A720C2000000/、2021 年 8 月 26 日アクセス）。 
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次のようなものが浮かび上がってくる。第 1 に、「バランス重視」の姿勢である。中でも理数系能

力伸長教育にその特徴がよく現れていた。人材配置や資源配分においてボトムアップを重視する

中国、徹底した一極集中のスタンスをとる韓国とも異なり、日本は幅広い射程を持った多様な取

組みをおこなっていた。このことは理数系能力伸長教育に対する国の政策的スタンスをやや不明

確なものにしているきらいもあるが、プロジェクトの目的・成果をイノベーション人材育成だけ

でなく一般の学校の理数教育カリキュラムの改善にもつなげていくことで、全体としてバランス

のとれた理数系能力伸長教育をおこなっていこうという姿勢の表れと捉えることもできる。また、

子どもを「資源」とみなしたり教育を「資源開発」とみなしたりする視点についても、あくまで

中韓両国と比べた場合であるが日本ではそれほど強くないように感じられた。 

第 2 に、グローバル化への対応に関する相対的な危機感の低さである。これは初等英語教育の

推進に対する中韓両国との姿勢の違いによく現れており、両国と比べ日本の初等英語教育の導入

時期は突出して遅かった。 

第 3 に、教育改革に対するフットワークの重さである。第 2 の特徴で挙げた初等英語教育の推

進や、教育現場における ICT 関連の環境整備、大学入試改革などについて、中韓両国でドラステ

ィックな改革がスピード感を持って推し進められているのと比べれば、日本のフットワークはや

や重く感じられた。このことは、第一に各国の政治体制や統治構造の違いに起因すると考えられ

る。しかしその他にも要因はあるだろう。たとえば中韓両国と比べた場合、日本は学校教育の整

備・拡大において「先発組」であり、加えて戦後長らく大きな社会的・政治的変動を経験せず学

校教育制度の劇的な「スクラップ・アンド・ビルド」も起こらなかった。こうして既存の学校教

育制度に時代変化に応じて新しい制度が少しずつ上乗せされていった結果、日本は中韓両国と比

べると抜本的でドラスティックな変革が難しい制度構造を持つに至ったものと考えられる。この

推察が間違っていなければ、日本の教育改革のフットワークの重さはある意味で日本社会の成熟

度を反映しているともいえる。 

最後に少し個人的な話になってしまうが、筆者が韓国をはじめとする海外の教育研究を進める

中で常々感じていることがある。それは、海外の研究者や政策担当者が日本の教育に大きな関心

を寄せており、時にその本質的な特徴について日本人以上に理解している場合があるということ

である。教育政策研究に携わる韓国の友人が日本の教育政策の「強み」として筆者に話してくれ

たことを思い出す。それは、「日本では物事を決めるのに時間がかかるが、いったん決まってしま

えば一丸となって最後までやり遂げる。このことは韓国人の目からみてうらやましくもあり、脅

威でもある」ということである。確かに、教育改革のフットワークの重さは教育政策や教育制度

の安定性の高さの裏返しでもある。教育という「生身の人間」を扱う分野の政策においては他分

野以上にソフトランディングが求められるため、政策決定や改革実行に際して時間をかけ慎重な

議論をおこなうことは決してマイナス面ばかりではないだろう。このように一見すると日本の教

育政策の「弱み」にみえる特徴の中にも、「外の目」を通してみると「強み」として捉え直すこと

ができるものもある。中国や韓国などの隣国をはじめ諸外国の教育政策の動向を見極めることは、

新たな改革のモデルを探し求める作業であるとともに、それらを合わせ鏡とすることで「外の目」

を通して日本の教育政策の特徴やそこにある「強み」を再発見する作業でもある。この作業によ
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って、日本の教育政策のうちどういった点を変革していき、どういった点を変わらないようにし

ていくのかについて実のある議論が可能になると考えられる。本報告書がその一助となることを

願いつつ、総括を終えることとしたい。 
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